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Abstract 

The circumstancces in the change of the state of environment pollution， the legal system 

and organizations on the countermeasures for preventing pollution， the countermeasures of 

private enterprises and so on in Kitakyushu City were arranged as follows as the knowledges 

on the prevention of pollution. 

1) Change of the state of invironment pollution such as atmosphere pollution， water quality 

turbidity， noise and vibration， stink and so on in Kitakyusyu City 

2) Relation of the change of industrial activities with the change of the quality of environ-

ment 

3) As to the legal system， organizations and others on the state of occurrence of pollution 

and the countermeasures， ordering has been done by time series. 

4) On the materialization and change of the administrative organizations that have carried 

out the countermeasures for environment preservation 

5) On the important countermeasures reated to environment preservation and the coopera-

tion system of industries and government 

6) On the countermeasures related to environment preservation of private enterprises 

Key W ords: the prevention of pollution， the administrative organization， the legal system 

1 .はじめに

本研究は，環境管理を考慮した工業地開発計画立案

支援エキスパートシステムの途上国への適用に関する

研究の一環として，公害防止適用段階設定エキスパー

*広島工業大学環境学部環境デザイン学科

料北九州都市協会
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トシステムの開発を目的としている。

厳しい公害問題を克服した北九州市の経験から，公

害防止に関する対策や関連する知識を得ょうとしたも

のである。そこで，環境汚染状況の変化，環境と経済

活動の関係，公害防止(環境保全)に係わる行政組織
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の変遷，公害防止に係わる重要な対策や組織，企業の

公害防止対策など北九州市の公害防止対策の経緯を整

理したものである。

2. 北九州市における環境汚染状況の推移

北九州市における環境汚染の状況を，大気汚染，水

質汚濁，騒音-振動，悪、臭について概観する。

2.1 大気汚染の状況

(1) 一般環境の状況

窒素酸化物，硫黄酸化物，浮遊粒子状物質，降下ば

いじん，非メタン炭化水素類の一般環境濃度の推移を

図-1に示す。

二酸化窒素は， 1978年以降，年間の98%値をもとに

した長期的評価に基づく環境基準に適合しおり，横這

いの状態が続いているが，最近自動車交通量の増大に

伴い全市的に濃度が増加する兆しが見える。

二酸化硫黄は， 1970年以降大幅に減少し， 1976年か

らはすべての観測局で環境基準に適合している。

浮遊粒子状物質は，年間の98%値をもとにした長期

的評価では11局中6局が環境基準を未達成であり

時間値及び日平均値をもとにした短期的評価では全て

の観測局が環境基準を未達成である。

降下ばいじんは， 1970年をピークに，その後1977年

までは減少傾向が著しかったが，それ以降はおおむね

横這いの状態である。

自動車排出カ守スや塗料等の石油系の有機溶剤が主な

発生源である非メタン炭化水素類の濃度は，各観測局

ともおおむね横這いの状況が続いている。

二酸化硫黄.窒素酸化物 (ppm)

浮遊粒子状物質 (mg/m')

非メタン炭化水素 (xIOp阿)
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(2) 自動車公害

自動車から排出される大気汚染物質として代表的な

窒素酸化物の自動車排出ガス測定所における濃度の推

移を図-2に示す。

一酸化窒素およびに二酸化窒素濃度は横這い状態で

推移しているが，最近ではわずかながら増加する傾向

にある。

一酸化炭素は，自動車排出ガスが主な発生源と考え

られており，交通量の多い道路端や交差点付近での濃

度が高い。一酸化炭素は自動車台数の増加に伴い，

1972年頃まで増加傾向にあったが，自動車の排出ガス

規制が強化されるに従って著しく減少し， 1976年以降

全ての観測地点で環境基準に適合している。

非メタン炭化水素は，おおむね横這い状態にある。

2.2 水質汚濁の状況

公共用水域の健康項目及び生活項目の環境基準の適

合状況の推移とともに，公共用水域の水質変化と下水

道普及率の推移を図-3に示す。

(1) 有害物質(健康項目)

北九州市の公共用水域における水質汚濁の状況は水

質汚濁防止法に基づく上乗せ排水基準の設定や瀬戸内

海環境保全特別措置法等に基づく設置による工場・事

業場に対する規制j並びに公共下水道の整備等の施策の

実施により，著しく改善されてL、る。

シアン等の人の健康の保護に関する項目 (1健康項

目J)は， 1972年度以降，全ての水域で環境基準に適

合している。

(2) 生活項目

降下ばいじん (t/krn'/Mo)
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図-1 一般環境測定局における大気環境濃度の推移
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図-2 自動車排出ガス測定局における大気汚染濃度の推移
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国-3 公共用水域の水質変化と下水道普及率の推移

①河川 営業騒音及び法的規則のない生活騒音などの都市生活

生活項目は，代表的な水質指標である生物学的酸素 型公害が問題となりつつある。また，モータリゼーシ

要求量 (BOD)でみると，特に公共下水道事業の進捗 ョンの進展に伴い，北九州市における交通量も増加し

に伴い，環境基準に適合した基準点が年々増加してき ており，大型貨物車等の通行が激しい幹線道路沿線地

たがここ数年横這い状態にあり， 1991年度は環境基準 域において，自動車交通に起因する騒音・振動の影響

適合率は88%となっている。 が増加してし、る。

①海域

海域の代表的な水質指標である科学的酸素要求量 2.4 悪臭

(COD)については， 1972年度以来周防灘においてわ 市全域が悪臭防止法に基づく規制地域に指定されて

ずかに超える例があったが， 1990年度以降は 7基準点 おり，アンモニア等12の悪臭物質について規制を行っ

全てが環境基準に適している。 ている。悪臭に係る苦情は騒音に係る苦情に次いで多

く， 1991年度の全苦情件数に占める悪臭苦情件数の割

2.3 騒音・振動 合は27.4%(97件1354件)である。悪臭発生源事業場

工場・事業場，建設作業等からの騒音・振動に加え としては，食料品製造業及び商庖・飲食庖等が大きな

近年，住宅の過密化，生活様式の多様化に伴い，深夜 割合を占めてし、る。
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3. 北九州市の環境と経済活動の関係

北九州市における経済活動の状況と環境汚染の関係

について解析することとする。

3.1 指標とその経年変化

(1) 経済指標並びに経済指標

経済指標としては，工業統計調査の中の「製造品出

荷額」を用いる。そして，環境指標としては，環境汚

染の代表的な物質である硫黄酸化物の大気中濃度を用

いることとし，市内の全測定点、における平均濃度で表

している。
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図-6 製造品出荷額と硫黄酸化物濃度の関係

までは，出荷額が増加するにつれて大気中の硫黄酸化

物濃度も増加するという正の相関を示した。しかし，

3.2 経済指標と環境指標との関係 1968年以降は出荷額が増加しているにもかかわらず，

(1) 製造品出荷額と硫黄酸化物の環境濃度の関係 硫黄酸化物濃度は減少している。

硫黄酸化物の環境濃度は，図-5に示したようであ この時期の北九州市では. 1967年，火力発電所の建

る。ここ約30年間の推移をみると. 1968年までは増加 設に際して電力会社と最初の公害防止協定を締結。

を続いているが.68年をピークに，その後77年頃まで 1971年，北九州市公害防止条例の公布。 1972年，硫黄

急激に減少していった。その後は，緩やかに減少し最 酸化物に係わる環境基準を達成するため市内の主要54

近は横這いの状態である。 工場と一括して公害防止協定を締結している。国の動

図-6に，製造品出荷額と硫黄酸化物の環境濃度の きとして. 1968年に大気汚染防止法が公布された。

関係を示す。政府の所得倍増計画が積極的に推進され このように法律・条例・協定が整備され，国，地方

るとともに経済活動が活発になり. 1960年から1968年 自治体及び企業が連携して公害防止施策を精力的に実
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図-4 燃料の転換と硫黄酸化物排出量の変化

製造品笛荷額(単也兆円]
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年

図-5 製造品出荷額と硫黄酸化物濃度の推移

施する環境が整った。具体的には，燃料の低硫黄化，

K値規則に伴う高煙突化，排煙脱硫酸装置の導入等の

各種の施策が効果を上げ，硫黄酸化物の高濃度地域が

縮小されるとともに全市的に濃度が減少していった。

1970年代以降，日本列島改造論の提唱の下，北九州市

における経済活動も一層活発になったが，硫黄酸化物

濃度はむしろ低下してきている。経済力の向上・蓄積

が企業の生産設備の更新を促進するとともに公害設備

投資を促すというプラスの相乗効果をもたらした。さ

らに快適な環境の創造に結びつくというかつてない質

的変化が起こった。

(2) 製造品出荷額と燃料使用量の関係

製造品出荷額と燃料使用量の関係を図一 7に表し

た。これによれば. 1960年から1970年代初めまでは，

出荷額が増加するとともにそれに比例して燃料使用量

が増加している状況であり，生産活動の活発さがその

まま燃料使用量の増加に反映していた。しかし. 1970 

年代初めの石油ショック後は，石油依存の意識が急速

に転換し特に，市内の製鉄工場等の生産工場におけ

る省エネルギーが徹底的に推進された。その結果，燃

料使用量は減少したものの，製造品出荷額はむしろ増

加していっている。経済的効率は高まり. 70年代終わ

188 
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図-8 硫黄酸化物濃度と重油換算燃料使用量の関係

り頃から80年代初めは出荷額が大きく伸びた。 80年代

は燃料使用量は若干の変動はあるものの概ね横這いの

状態であった。 90年代初めになると，経済活動の大幅

な上昇により燃料使用量も再び増加する傾向が見られ

るようになった。

(3) 硫黄酸化物濃度と燃料使用量の関係

図 8に硫黄酸化物濃度と燃料使用量の関係を示

す。1960年から1968年までは燃料使用量の増加に伴い，

大気中の硫黄酸化物濃度も増加した。 1968年以降は，

燃料使用量は増加しているにもかかわらず，燃料の低

硫黄化や排出ガス処理設備の整備等の環境保全対策に

よって，硫黄酸化物濃度はむしろ急速に低下していっ

た。第 l次石油ショック後，数年間，燃料使用量は減

少した。1977i'!三に火力発電所の LNG使用が開始され，

燃料使用量が大幅に増加したが， LNGは事前に脱硫

黄精製され硫黄分が含有しておらず，また低硫黄の燃

料への転換が進んだこともあり，大気中の硫黄酸化物

濃度は上昇することはなかった。その後も，燃料使用

量に増減はあるものの，気体燃料の割合が高くなった

ことや液体燃料の低硫黄化がさらに進み，硫黄酸化物

濃度は横這いあるいは微増の状態が続いている。

4. 北九州市における時期別の環境保全対策

の概要

北九州における公害の状況，公害対策に関する法制

度，組織，調査-計画等についての経緯を段階別(時

期別)に整理したものが表 Iである。

4.1 五市合併以前の対応 (1950年代~1963年頃)

第 2次大戦後，産業の復興が進められた。 1960年か

ら所得倍増計画が始まり，我が国の経済は飛躍的な高

度成長を遂げることになるが，それに伴って大気汚染，

水質汚濁，騒音などが各地で顕在化するようになった。

特に石炭から石油への燃料転換は，硫黄酸化物による

広範な公害問題を引き起こした。さらに，急激な人口，

産業の都市集中は公害問題を一層深刻化させた。

(県の対応)一県条例

福岡県においては， 1955年に公害防止条例が公布さ

れた。 1945年~1955年においては，大都市及び工業地

帯において地域社会の問題として公害問題が意識さ

れ，条例による規制が全国的に広がっていくことにな

る。

(国の対応)

国の公害対策の法制度もしだいに整備され始めた。

1954年には清掃法が， 1957年には下水道法が制定され

て生活環境施設の整備が軌道に乗り始めた。公害規制j

の面では， 1958年に公共用水域の保全に関する法律及

び工場排水等の規制に関する法律が制定され，規制が

1962年に開始された。また， 1962年に我が国最初の大

気汚染防止に関する立法である「ばい煙の排出の規制J

に関する法律Jが制定された。

CI日五市の対応)

北九州の公害は“七色の煙"から始まった。かつて

の繁栄シンボル「煙」は，即ち，降下ばL、塵となり市

民を悩ませることとなった。 1955年~1965年のいわゆ

る高度成長時代に入るとともに，ばいじん，ばい煙，

亜硫酸ガス，悪臭などの大気の汚染や工場排水による

水質汚濁が各所で激しくなってきた。

なかでも，八幡市城山地区では，窯業，化学，鉄鋼

等の大工場に固まれ，多量の降下ばL、じんや悪臭に悩

まされる市民が多かった。また，戸畑市中原地区は大

工場群に隣接し，降下ばL、じん，ばl、煙による被害を

受けた地元婦人会の公害反対運動が1950年頃から起こ

り，被害の実態調査を基に発生源企業に対する改善要

求，行政に対する陳情が続けられた。

洞海湾では，周辺企業からの大量の工場排水のみな

らず都市生活排水も流入して汚染が進行した。

旧五市域における大気汚染状況の把握については，

1953年から降下ばL、じん量の測定が実施され，浪tl定点

が戸畑市に設置されたのが最初で、ある。旧五市全域に
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表 1 北九州市の公害(環境)対策の経緯

ロ国関連

会会 害 対 策
工業都市としての発展段 階 公害の状況

対 応法 申l 度 組 織 調査・雷十画等
段階

I 1901 入幡製鉄所操業

工集都形成期

開 始

1935 調海湾埋立地を

中心に工業立地

市 1943頃洞海湾に魚が
いなくなる

公E 1945 市人口 1950 降下煤塵による 1964ロ清掃法 1953 戸畑市で降下煤 害
工 505.000.}、 被害が出始める 1957ロ 下 水 道 法 塵の測定開始 防
業 19田口公用用水域の水質保全 四59 旧五市大気汚染 回目 旧五市全域で降 11: 都 に闘する控訴章 防止封策委員会 下煤塵l:i![硫酸 対市 ロ工場排水等 の 規 制 等 に 股置 ガ Z の測定開始 策
成 闘する法律 要
長 1962ロ煤塵の排出 の 規 制 等 に 求
期 関する法律 期

E 1963 J¥幡製鉄所従業 1963口政府、北九 州 市 を 煤 煙 1963 衛生局公衆衛生 19田下水道整備開始
員 43.000人でピ 規制法による 第 一 次 指 燥に公害保股置 (この時期の整

朝1 ー タ 定地犠に指定 備串1%) 産
1964 北九州市Rモッグ注窓 日 64 北九州市公害防 1964 桐海地区に大気 業市 報基準制定 止対策審議会設 汚染の劃定局段 公

置 置 害
全 1965頃市人口 1966 戸畑区婦人会に 1965 衛生局公害対策 1965 紫川系水質汚濁 百世

し042.3BB.}、 よる公害反対キ 際 殴 置 現地開査 イ己体 市人口の急激 ャ y......::.ーン' 公害防止事業団 1966 市部洞拍手湾のホ 期
な伸びはこの 戸畑西区鎗山小 発足 質 測 定 開 始

骨 頃まで、以降 学校で降下煤塵
は漸増 量岡本ーを記録

格 1966 潤海湾奥部で恵
1967 八幡製鉄所の粗 臭 の 苦 情 が 多 〈 1967ロ公害対策基本法 1967 大気汚染がひ、ど

形 鋼生産量ピーク なり始める 戸畑火力発電所と第 1 い小学校に空気
号の公害防 止 協 定 締 結 清浄機のとりつ

成 19田口大気汚染防 止 法 け 開 始
口騒音規制法 196B 固による洞海湾

期 1969 硫黄酸化物測定 19田 口 亜 硫 酸 ガ ス特別排出基 四回北九州公害対策 の本格的な調査
値ピーク 準設定 委員会発足 開始
初めてのスモツ
グ警報部出され

大気汚染部地
々。、どくなる

COD測定値の
ピーク

1970頃製造業従業者 1970頃降下煤塵が低 1970口 公 害 国 会 1970 衛生局公害対策 1970 大気汚染常時監
数 145.524人 下し始める 部 新 陵 視システムが完
で ピ ー ク L97L白木質汚濁防止法 1971 公害対策局股置 成 公
第 2次産業就 調海湾や紫川 に 環 境 基 ロ環境庁誕生 害
業者比串40% 準を制定 防

口政府、公害対策基本法 11: 
に基づき北九州地域を 体
公害防止地犠 追 加 指 定 制

1972頃 CODは 1969 1972 北九州市公害 防 止 条 例 1972 北九州地域公害 (1) 
年のピーク値 市内54社と硫黄酸化物 防止酔面を策定 確
から急徴に減 に関わる公 害 防 止 協 定 北九州市グリー 立
!l>、 1972勾三GI: を締結 ンプランを策定 期
降は低値で安 ロ悪臭防止法
定 1973ロ瀬戸内海環境保全臨時 1973 住工分離のため

措置法 戸畑仲台地区の
洞海湾海域等に工場排 工場移転開始
木基準を制定 公害防止対策事

ロ窒素酸化物 排 出 基 準 制 業で洞海湾のへ
度北九州市騒音規制基 ドロ除去作業開
車新日本製鉄他、 37社 歩合
と工場等緑化協定(工

場験地面積の 10%を 5 防
年以内に緑化}を締結 11: 

1976頃降下煤塵量は 1976ロ振動規制法 1976 北九州地域硫黄 施
1976年頃から 酸化物総量削減 策
低値で安定 計画策定 (1) 

1977 硫黄酸化物は 日 79 八幡酋区域山地 積
1979 市人口 1976年のピーク 区の住居移転 極

1.068，415人で 健 か ら 急 激 に 糠 19BO COD総量規制基準を 摘海湾の緑化蛤 的
ピーク !l>、 1917宅三事!GI: 制定 まる 展

降は低値で安定 1986 北九州市環境管 開
理署十菌を策定 期

1988 環境庁から『星 快
IV 空の街』に選ぽ 適
安 オもる 環
定 1990 製造業従業者数 1990 国連から『グロ 1990 公害対策局が環 1990 北九州市自動車 境

98. 781.}、 ーパル500賞』 境局に名称変更 公害対策基本酔 書I
転 第 2次産業就業 を授与される 画を策定 造
換 者比串3L.3% 桐海湾で115種 期
期 の魚貝類を確寵 1992 K 1 TA環 境 協

カセンタ一般立
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わたる本格的な大気汚染測定については， 1959年53箇 河川汚濁については，内陸部には大工場がほとんど

所で測定が開始された。 なく，汚濁源は，家庭排水を主とする都市排水である

企業からのばし、じんを監視するため，専任職員 1人 ので，下水道の整備が河川汚濁対策の中心であった。

(ばし、煙監視員)が1951年旧八幡市保健所に配置され

た。毎日市内を巡回し，煙突からの排煙濃度をリンゲ

ノレマンチャートを使用して測定，監視する業務が新市

発足まで続けられた。

4.3 公害防止体制の確立 (1970年代前半)

(国の対応)

1970年になると，光化学スモッグ，自動車排出ガス

による鉛公害，カドニウム汚染，産業廃棄物などによ

4.2 産業公害の激化とスモッゲ警報による対応 る新しい公害が発生するなど公害問題は社会的に危機

(1 960年代半ば~60年代後半) 的な様相を呈してきた。 1970年末のいわゆる「公害国

1960年頃から，全国的に大規模な地域開発が推進さ 会」において，公害対策基本法の一部改正を含む13の

れたが，公害が全国土にわたって波及し，深刻化し， 公害関連法が制定-改正された。 1970年代の前半は公

公害問題が重大な国民的課題となった。 害環境立法，環境行政の面において大きな変革の時期

北九州市においても，城山地区における降下ばいじ であった。

んをはじめ，亜硫酸ガスによる大気汚染が急速に社会 (市の対応)

問題化されるとともに，周囲を工業地帯に囲まれた洞 北九州市におL、ても， 1970年を「公害対策元年Jと

海湾は「死の海」と報道され，その対策がクローズア して位置付け，市公害防止条例の制定，監視体制の整

ップされた。 備等に積極的に取り組んだ。同年2月に，大気汚染防

(国の対応) 止法に定める県知事権限が北九州市長に委譲され，市

公害問題の克服のために， 1967年には，公害防止に 独自のより迅速かっきめこまかな対応が可能になった。

関する基本的な施策を確立するための公害対策基本法 1971年に公害対策局を設置し，ますます複雑多様化

が制定された。 1968年に大気汚染防止法，騒音規制法 する公害に対処するための組織体制を拡充・整備した。

が公布されてし、る。 市の大気汚染防止の諸対策の徹底と企業の考え方に

(市の対応) ついての意志疎通を図り，公害防止の目的を達成する

1963年の五市合併による新市発足後，公害行政組織 ため， i北九州市大気汚染防止連絡協議会Jが1970年

の整備や公害対策審議会の設置など体制の整備充実を 設立された。参加企業は， 30社32工場(当時)で，本

図りつつ，適切な公害防止対策の樹立のために大気汚 協議会は，行政と企業の連絡会議として，緊急対策を

染調査，大気汚染が健康に及ぼす影響調査等の基礎的 中心に北九州市の大気汚染対策について，重要な役割

な調査が継続して実施された。また，ばい煙発生施設 を果たした。

の診断，指導を行ったりし，大気汚染緊急時措置対策 北九州市における公害防止協定は， 1967年，火力発

を定めるなど，公害防止施策の充実が図られた。 電所の建設に際し，電力会社と行ったのが最初である。

(大気汚染対策) ばL、煙規制j法の規定に基づきスモ 1972年には「北九州市地域公害防止計画Jが策定さ

ッグ時の措置要項は規定してあったものの不十分であ れ，発生源の規制及び指導強化，下水道及び公園緑地

ったため，市独自の予防措置が設けられた。的確かつ の整備，住工分離の促進，自然環境の保護などの施策

迅速な対応を目指す北九州市独特の方法として，スモ が総合的，計画的に推進されるようになった。

ッグ警報発令の事前措置としての「注意報」が設定さ (大気汚染対策 1970i!三大気汚染警報同報装置を設

れた。緊急措置(スモッグ警報)については，県知事 置したことにより，緊急時対象工場との一斉通報が確

が施行するが，その前の段階である予防措置(スモッ 立した。これに伴い， 1971年から特殊気象情報通報方

グ注意報)は北九州市長が発令することになった。 式を開始した。これは緊急時対象となる濃度 (0.2

(水質汚潟対策) 澗海湾では，汚濁は更に進行し ppm)に達することが予想される気象条件が出現した

1965年以降からは，湾奥部での悪臭の苦情が出始めた。 場合に，対象工場 (32工場)に通報し，硫黄酸化物排

その後，洞海湾の汚濁が進行する中で，調査が行わ 出量削減 (20%)を要請することにより，事前予防を

れ，高濃度汚染のため「死の海」と呼ばれるようにな 図るための北九州市独自の制度である。

った。調査結果を受けて， 1969年，洞海湾の一部(湾 1970年に，公害パト P ールカーを配置し，大気汚染

奥部)が水質保全法に基づく指定水域に定められた。 防止法に基づくばL、煙発生施設の立入検査を強化する
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とともに，苦情及び事故発生時に，即時立入検査を実

施できる体制jを整えた。

(水質汚濁対策 1971年に施行された水質汚濁防止

法により，県知事から北九州市長に権限委譲され，工

場・事業場への立入権限が与えられ，市独自のきめ細

かし、水質保全行政が行えるようになった。

河川の汚濁源は，ほとんどが生活排水ででるため，

水質の改善は，下水道の整備に待つところが大きかっ

た。 1967年に策定した第2次下水道 5ヶ年計画から本

格的に公共下水道整備事業に取り組むことになった。

また，重要な施策のーっとなった洞海湾浄化事業に

取り組むこととなった。

4.4 公害防止施策の積極的展開 (1970年代半ば~

80年代前半)

1970年代後半には，公害防止関係法令の制定，規定

の強化，監視体制の整備などの積極的な施策による環

境汚染改善の効果は次第に現れ始めた。大気ではまず

硫黄酸化物について，次いで窒素酸化物についても，

環境基準を達成するなど産業公害による汚染状況は大

幅に改善されるに至った。

(大気汚染対策) 法・条例による硫黄酸化物規制

は，施設ごとの排出口の高さに応じて排出量を規制す

る，いわゆるK値規制jである。 1974年4月以降設置さ

れる法規制の対象施設に対してはK値が1.75と，全国

で2番目に厳しいレベルとなっている。

1974年の法改正により，環境基準の達成対策として，

硫黄酸化物に係る総量規制が導入された。これに伴い，

硫黄化合物の総量規制の地域に指定され，指定ばL、煙

に係る総量規制基準及び燃料使用基準が告示された。

北九州市では，法による総量規制を補完するため，主

要57工場と1977年，硫黄酸化物に係る公害防止協定を

一括して締結した。

窒素酸化物規制lについては， 1973年の大型施設の導

入を第 l次規制から， 1983年の第5次規制lに至るまで

対象施設の種類，規模拡大，排出基準の強化が行われ

た。濃度を薄めて排出することがないように，排出ガ

ス中の残存酸素濃度によって補正する方式がとられた。

北九州市では全国一律の基準のみで、は将来にわたっ

て窒素酸化物に係る環境基準を維持することが困難で

あるとの考えで， 1985年「北九州市窒素酸化物指導要

綱Jを制定している。要綱に基づき大規模工場につい

(水質汚渇対策 1978年，水質汚渇防止法には，瀬

戸内海を始めとする広域の閉鎖性水域についての水質

保全対策として総量規制が導入された。瀬戸内海環境

保全特別措置法には，富栄養化による被害の防止，自

然海浜の保全などの措置がもりこまれた。

(住工分離事業) 北九州市には「住工混在地区」が

多く，騒音公害が深刻な問題として市民生活に多大な

影響を与えていた。そのため「北九州地域公害防止計

画」では，戸畑沖台地区を「住工分離」を促進する地

区としてとりあげ， 1974年から1984年にかけて公害関

連事業として工場の集団移転を進めた。

また， i北九州地域公害防止計画」では，八幡西区

域山及び奥洞海地区を洞海緩衝緑地事業を実施する地

域としてとりあげ，住工分離による快適な地域づくり

を計画した。この事業は1979年に都市計画決定され，

1985年に完成した。

4.5 快適環境の創造へ (1980年代)

都市化の進展と生活様式の変化に伴い，自動車公害

を始めとする交通公害や近隣騒音などの都市・生活型

の公害が多発するようになった。人々の意識は，潤い

のある豊かで快適な環境を求めるようになってきた。

公害対策中心から積極的に快適な環境を創造し環境質

全般の向上を目指す方向へと，公害行政の重点が転換

するようになった。

北九州市では，良好な都市環境を保全するため産業

公害の防止だけて、なく， iグリーン北九州プランJに

より大規模な都市緑化を積極的に推進した。

1986年には，公害防止，自然環境の保全，快適な環

境づくりなどを目標とした「北九州市環境管理計画」

を策定した。また， 1989年に，自動車公害対策に関連

する諸施策を中長期的な展望のもとに総合的，計画的

に実施するための方策を明らかにした「北九州市自動

車公害対策基本計画」を策定している。

近年， 1987年度に環境庁が行った「星空の街コンテ

ストJにおいて，大気環境が良好な都市として「星空

の街」に選ばれている。

5. 環境保全に係わる組織

北九州市の環境保全対策を実施した組織の成立と変

遷について概観する。

ては，窒素酸化物排出量の総量を規制しその他工場 5. I 北九州!日市時代の衛生行政

については低 NOxバーナ一等の窒素酸化物低減対策 工業化・都市化の波が北九州に押し寄せてきたこと

などを指導し，環境基準の維持に務めている。 から，上水道，下水道，ごみ，し尿等の都市衛生の間
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題が旧各市で発生した。上水道について見ると，水源 本部の設置及び公害国会での公害関連14法案が可決に

を付近に求めることのできた門司市を除き，各市とも およんで，全国的に公害対策の法制j化が整い，国にお

困窮の度を加え，その対応に四苦八苦してきた。 いては1971年 7月 1日に環境庁が設置された。これに

下水道については，現在あるような終末処理場はな 先立ち， 1971年6月初日，北九州市公害対策局が発足

し生下水はそのまま海に放流されていたが，下水管 した。公害対策局発足当時の陣容は3課体制，局長以

渠は各市で整備されるようになった。例えば，若松市 下47名であった。その後，公害対策局の組織は拡充さ

では1918年以降下水道の整備に着手し，戸畑市では れ， 1975年のピーク時には局長以下79名を数えるまで

1958年に下水道築造の認可を受け着手した。ごみ処理 になった。 1990年 4月，公害対策を総括する公害対策

については，汚物掃除法が施行された1900年頃から開 局と廃棄物処理行政を統括する環境事業局が統合さ

題となりはじめ，生ごみの埋立てや野焼きにする方法 れ，新たに環境局として発足した。

から焼却炉方式に移行していった。 1904年には若松市 (2) 衛生研究所の発足

で， 1922年には戸畑市で， 1927年には門司市でj焼却炉 また，衛生局に公害対策課が設置される約 3ヶ月前

が建設された。このような趨勢に対応して，行政組織 の1965年6月，同局に衛生研究所(次長以下9名)が

も整備されていった。 新設され，衛生行政における調査研究のほか，激化す

る公害に対応するため，公害分野における分析，調査，

5.2 環境保全に係わる組織 研究活動を開始した。研究所の設置により，北九州市

(1) 公害対策行政組織の変遷 においても公害汚染の実態解明のための独自の調査を

北九州市の公害対策所管部局の沿革を表 2に表し 実施できるようになった。その後，同研究所は1974年

た。大気汚染防止対策として， 1959年 5月，北九州市 3月，市民の幅広い要請に対処するため，環境衛生研

五市大気汚染防止対策委員会を組織し，降下ばL、じん 究所として組織替えを行い，調査研究，試験検査，指

量，硫黄酸化物，酸化鉄の汚染分布調査を開始し，各 導研修及び情報資料の収集，解析，提供等の機能を拡

市聞の連絡調査，測定方法の統一等を図っていた。旧 充整備して現在に至っている。なお， 1993年 4月には，

八幡・戸畑両市には専任の「ばL、煙監視員」が置かれ それまで保健局(旧衛生局)に所属していた環境衛生

ていたが，五市合併により廃止されたため，全市的な 研究所は，地球環境保全等新たな時代のニーズに対応

立場から市内における公害発生に対処するとともに， するため，環境局に所属することとなった。

緊急時，事故時における市民生活の安全を図るなどの (3) 廃棄物処理行政組織の変遷

目的をもって，毎月随時，県のばし、煙測定車を運行し 廃棄物処理に関する行政組織は， 1963年 2月の北九

て，公害パトロールを実施することにより，市内各工 州市の誕生に当たって，本庁の衛生局の中に清掃課と

場におけるばい煙発生施設の集じん状況の監視を行つ して，課長以下8名で発足した。収集・運搬部門は旧

た。 1963年 2月，五市合併と同時に，衛生局公衆衛生 市の名称が継承された区役所に旧組織のまま所属する

課に公害係(係長以下4名で発足)を設置し，公害行 こととなり，新市としての一体的な組織ではなかった。

政を統括することになった。 そのため，新たに発足した組織の仕事は，旧五市の遺

1963年9月，北九州市が「ばL、煙規制j法jの第一次 産ともいえる各区間の不均衡を是正し，全市的に統一

地域指定を受けることにおよんで，公害対策の強化拡 整備するため，組織体制の強化が必要であった。そこ

充が強く叫ばれ， 1965年 9月，衛生局に公害対策課を で， 1964年，衛生局の清掃課を清掃部に昇格し，各区

新設した。同課は課長以下8名で構成された。その後， 役所に所属する清掃課を清掃事務所に改めた。

全市的な公害の激化に伴い，逐次人員を増加していっ 翌年の1965年には，本庁と区役所の二本立てとなっ

たが，一方では公害対策基本法の制定 (1967年)，大 -0 、た組織の整備を図り，本庁組織は衛生局から独立

気汚染防止法の施行 (1968年)，騒音規制法に基づく して，ごみ，し尿処理事業を統括する清掃事業局が新

地域指定 (1970年)さらに， 1970年には大気汚染防止 設され 3課体制で発足した。区役所に所属していた

法に基づく福岡県知事権限が北九州市長へ委譲された 清掃事務所及び焼却工場は清掃事業局の所属となり，

ことにより，公害行政組織のより一層の強化が必要と 清掃事業を一元的に統括する体制を整えた。 1968年に

なったので， 1970年 4月 l日，公害対策部(部長以下20 は，本庁の 3課制を 2部 4課制に充実した。

名)を 2課体制で発足させた。 1960年代は経済の高度成長の結果として，産
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表 2 北九州市の公害対策局組織の変遷

年月日|名 称 職 員 数

昭和38年2月10日|衛生局公衆衛生課公害係 4人

|衛生局公害対策課 | 40年 9月10日1.t<FJ.::t::../l-V..l-'¥1=t"':，I~:;- () n; I 8人
謀 2係 1

13人
1課 2係 I(事8 技 5) 

44年 7月 " 
45年4月 l日|衛生局公害対策部 22人

45年6月 l日|衛生局公害対策部 23人
2課 4係 1(事11 技12)

46年6月初日|公 害対策局 47人

3課 5係 1(事31 技16)

47年6月 1日|公害対策局 59人

組

指導係
調査係

織

公害第一係(事5技 2) 
公害第二係(事2技 3) 

調査課ー「警務係(事4
問、 Lー企画調整係(事 4技 1) 

咽 「大気汚染係(事 l技 5) 
規制課--j

昨」騒音水質係( 技 5) 

「庶務係(事5
企画調整ート相談係(事4

L企画調整係(事 5
規制課 (事4技 4) 

監視課「監視第一係(事5技 6) 
国 」監視第二係(事4技 5) 

「企調整 i 堅務係〈事6いL 問、」企画調整係(事 5
規制部 | 右い眉 「規制第一係(事3技 2) 

」規制課→ z
肌 」規制第二係(事2技 3) 

調「相談係(事5
「大気課→|陣」係(事6技 8) 

監視部 | 
| 掴「 質係(事2技 5) 

2部 4課 8係 I(事25 技34)I L 水質騒音課→昨」騒音係(事2技 3) 

48年6月 1日|公害対策局 69人

「庶務係(事6
「企画調整課ート企画調整係(事 5

規制部 i主 幹」公害医療係(事 3
い担 調「規制l第一係(事 3技 3) 」規制課--j "'" 

昨 L 規制第二係(事2技 3) 
割「相談係(事5

「大気課→|師」係(事5技12)
監視部 | 

2部 4課 9係 I(事30 技39)1lin.vt.[.lIJ 1 盟「水質係(事l技 6) 
」水質騒音課→ z

昭和49年4月1日|公害対策局 77人

問、」騒音係(事2技 5) 

「庶務係(事6
「企画調整課ート企画調整係(事 5
1-<- 払」公害医療係(事 3

規制部ト主 幹 ♀ 
|エ ャr 「環境規制係(事2技 2) 
」 規 制j 課ート規制第一係(事3技 3) 

」規制第二係(事2技 3) 

「大気第一係(事5技 6) 
「大気 一大気第二係(事 I技7)

2部 4課 11係 1(事40 技37)1監視部 L相談係(事 5

平成2年8月 1日|環 境 局
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し水質騒音諜f 議5 2iZizu 
「燕務係

「環境管理諜ート企画係
L環境管理係
I ー査係

環境| 坦|
ト大気課-ト大気第一係保全部|八 昨 |

L 大気第二係
I 水質第一係

」水質騒音課-ト水質第二係
」騒音振動係

総務部l企 h

業務部J"--'ソ



北九州市における環境保全対策の経験

深刻な社会問題となった時期である。これらの問題に

対応するため，廃棄物処理法が施行されたが，北九州

市ではそれに合わせて1972年に産業廃棄物指導課を新

設した。 1982年. i清掃事業局」の名称は「環境事業

局」に変更され. 1990年 4月には，公害対策局と統合

され環境局として発足し，現在に至っている。

6. 環境保全に係わる重要な対策と組織

6.1 環境保全に係わる重要な対策

(1) ばい煙規制法に基づく「スモッグ注意報J制度

1962年 6月に制定された「ばい煙の排出の規制等に

関する法律」には，スモッグ発生時の措置が規定され

ている。北九州市においては，県庁所在地である福岡

市との距離的問題と気象官署が設置されていないた

め，気象条件の把握が困難であった。このため，スモ

ッグ発生に対する緊急措置は法に基づき行うものであ

るが，その事前措置として市独自に注意法制度を設け，

各工場の協力を要請するなど，事前予防に重点、を置き

対策を進めた。

すなわち，いわゆる「スモッグ対策」を予防措置と

緊急措置とに分け，予防措置の段階においては北九州

市長による要議で，緊急措置の場合には法に基づく福

岡県知事の命令という形でこれを施行することとし

た。緊急時の措置とL、う言葉上のニュアンスによる社

会的反響を考慮して，前者を「スモッグ注意報」と，

後者を「スモッグ警報」と呼んでいた。

(2) 大気汚染防止法に基づくスモッグ警報

ばい煙規制法を強化するため1968年に制定された

「大気汚染防止法」には，緊急時の措置としての.iス

モッグ警報発令」に関する権限は，ばし、煙規制法を踏

襲して，県知事権限とされた。警報が発令された場合

には，ばい煙排出企業に対して. 20~50%のばい煙量

減少措置の勧告ができることとなった。

北九州市においては，ばL、煙規制法時代と同様に，

県庁との距離的問題を解決するため，スモッグ警報発

令の事前措置として注意報が発令できるに留まった。

スモッグ注意報の発令基準は若干強化されたが，発令

時の企業に対す要請内容は，ばL、煙規制法時代と同じ

であった。なお，緊急時に際して企業等への立入検査

や報告徴収を行うために，市関係者26名が県知事の嘱

託委嘱を受けるなど，即応体制を整えたことは大切な

ことであった。

(3) スモッグ警報発令権限の市への委譲

県庁所在地の福岡市から一時間以上かかって県の役

人が子ないと公害発生源の立入りができない，時間の

ロスがあって効果のある立入検査ができないほどの問

題が指摘されていた。係官が到着するまでに，大気の

状態が変わってしまうこともしばしばあり得るからで

ある。スモッグ警報の発令を効果的かつ効率的に実行

するためにも，発令権限を公害発生の地元である北九

州市長へ委譲し，必要な組j織体制をつくって対策に当

たるべきだという市からの要請が県や国に対して行わ

れた。 1970年2月，全国でも唯一，北九州市長へのス

モッグ警報発令権限の委譲がなされたのである。

(4) 特殊気象情報制度の創設と運用

市では，これを受けて「北九州市大気汚染緊急時対

策実施要綱」を策定し.1970年4月 1日から施行した。

また，同月「大気汚染テレメーター中央監視局」を設

置し，立入検査のための職員を増員するなど，緊急時

の対応ができる体制jを整えた。

福岡管区気象台及び下関測候所からの気象情報，皿

倉山の逆転層等観測結果，大気汚染常時観測局におけ

る風向，風速，大気汚染濃度は. i大気汚染テレメー

ター中央監視局Jに集められ，その時間経過から，あ

る程度の高濃度大気汚染発生の予測が可能となった。

気象条件と大気汚染の発生状況の観測及び，削減の

タイミングによる効果の違L、から得られた経験に基づ

く予防措置は，試行しながら企業と行政との協議が進

められ一定のルールがで、き. i特殊気象情報制度」と

して確立した。 1971年度の「北九州市公害防止条例」

改正において目玉施策として盛り込まれる事となっ

た。注意報の発令が，亜硫酸ガス濃度 0.15ppmを基

準にしていたのに比べ「特殊気象情報」の発令は

0.07 ppmを目安としていた。低い汚染レベルでも特

殊気象の発生に着目し，事前に排出量の削減措置をと

ることで高濃度汚染の発生を未然、に防止することがで

き，結果的に企業の対策費用を低減させることとなっ

た。

また，削減は要請であり明確な強制力は持たなかっ

たが，企業と行政の討議により合意されたものであり，

最終的には市長が緊急時の発令権限を持っていたこと

により効果的な運用がで、きたといえる。通常時の徹底

した工場立入りにより，ばL、煙量削減措置の工場現場

における周知状況をチェックし，実施状況を確認した

ことも，この制度を支える原動力となった。

(5) 地方自治体への権限委譲がもたらす効果

公害発生の現場である地元自治体への権限委譲は，

その対策に当たって大きな効果をもたらした。まず，

特筆できるのは，議会，行政，企業，市民の間に当事

者意識が芽生えはじめ，一体感が培われてきたことで
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ある。

スモッグ警報発令権限の北九州市への委譲による効

果として，このような予防措置がとられるようになっ

たほか，行政，企業双方において，公害防止に関する

責任体制が明確になり，その取り組みに対する職員・

従業員の意識が大きく高揚したことも挙げることがで

きる。ある企業では，公害監視員を設け，目視による

公害監視を実行したり，いつ出されるか分からない市

からの公害物質削減要請に迅速に対応する体制jづくり

などもなされた。また，社内の公害防止体制を確立す

るきっかけにすることができた。このように，公害発

生の現場を統括する地方自治体への権限委譲は多くの

効果をもたらすことができたのである。

(1973年度)などである。

「北九州市大気汚染防止連絡協議会」のほか，①全

国大気汚染汚染防止連絡協議会，①九州地区産業公害

対策協議会，①洞海湾海水汚渇防止対策協議会など各

種協議会が発足し，北九州地区の公害防止に向けて様

々な活動が展開されていった。

7. 北九州市における民間の環境保全対策事

例

7. 風洞実験に基づく硫黄酸化物の改善計画

1967年8月，公害対策基本法が公布され， 1969年2

月には硫黄酸化物に係わる環境基準が閣議決定され

た。国は大気汚染対策における環境基準達成を重点目

標として，企業に対して大幅な計画変更を含む強力な

6.2 公害防止へ向けた産・官の協力体制j 行政指導を行うこととし，具体的には北九州地域の産

(1) 大気汚染防止連絡協議会の設置 業公害の総合的な複合汚染の事前調査を行い，これに

1970年2月，スモッグ警報発令権限の北九州市長へ 基づく企業毎の重合最大着地濃度の許容限度を定め，

の委譲を契機として，市の大気汚染防止諸施策の徹底 個々の設備等の改善については，その割当て限度内に

及び企業の考え方等について意志疎通を図り，公害防 おし、て各企業の自主的検討が求められる方式が採用さ

止の目的を達成するため，同年2月，北九州市，福岡 れた。

通商産業局，福岡県，市内企業30社からなる「北九州 北九州地域は既に大気汚染が進行しており，今後も

市大気汚染防止連絡協議会」が設置された。この30社 各企業が生産拡張計画を抱えていることから，通商産

で，市のばい煙排出量の97%を占めていた。市は，緊 業省の1969年度の産業公害総合事前調査実施地域に指

急時対策やスモッグ対策要綱のレベルより更に1O~20 定され，通商産業省，福岡県，北九州市，企業(重油

%亜硫酸ガスを削減する自主規制jに踏み切るなど，こ 使用量 5kν日委譲の主要54工場を対象)によって，

の協議会を場として企業に協力を求め，大気汚染防止 1975年度を目標年次とした硫黄酸化物環境基準達成

を図っていった。企業にとってもこのような協議会の (市内いかなる地域においても 0.2ppmを超えない)

存在は必要であった。そこでは，企業は行政との事前 を目的として事前調査を開始した。この調査は各企業

協議の場を得ることができ，必要な情報交換を図りな が提出した将来計画資料に基づく風洞実験により汚染

がら，規制等の実現性について企業側の率直な意見を 予測を行う(風洞内1/2500の地形模型及び主な建物模

行政に提示することができるというメリットがあった 型をセットし，模型地面上各点の濃度測定によって実

からである。これにより，行政側は規制措置を含む協 際の汚染パターンを求める)もので，各社の関心も大

議事項が出来上がったときなどその施策の実現性を確 きく風洞実験については大手企業15社で「北九州地区

保することができた。 大気汚染防止対策研究会」を結成し，自主風洞実験を

この大気汚染防止連絡協議会の存在は，市が次のよ 行った。

うな公害防止施策を矢継ぎ早に実施するにあたり，重 当時，八幡製鉄所は今後の八幡製鉄所マススタープ

要な役割を演じた。すなわち，①北九州市公害防止条 ラン策定の中で，響澱の開発計画等生産の拡張を踏ま

例の制定 (1970年度)，①大気汚染緊急時対策実施要 え環境保全対策が極めて重要な問題として位置付け，

綱の制定(1970年度)，①警報，同報装置の設置 (1970年 「環境マスタープラン」による対応を推進することと

度)，①硫黄酸化物に係わる公害の防止に関する協定 した。基本計画策定のため事業所「環境管理委員会」

の締結 (1971年度)，⑤光化学スモッグに係わる緊急 の下に関係部門による基本計画分科会を設立しこの

時対策実施要綱の制定 (1972年度)， @公害健康被害 サポートのため大気汚染対策班(設備対策・原燃料対

救済制度の導入(1972年度)，⑦環境基準の見直しと 策チーム)等がセットされ具体的な改善対策の検討が

改善対策(1972年度)，③公害防止計画の策定 (1972 行われた。

年度)，①硫黄酸化物に係わる新環境基準対策の実施 1975年度における生産構造をベースに低S分原燃料
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への切替え，多数の低煙突の集合・高層化等の改善計

画に基づく第 l次の風洞実験を行った。結果は理論式

予測を大きく上回る濃度が観測されたため改善計画の

大幅な再検討が行われた。特に，燃料関係で低S重油

やガスバランス上 LPG，LNG導入問題の見極め，

COG脱硫の設備技術等の見極め，またランニングコ

ストと設備投資とのバランス等々について時間的余裕

が少なく総合経済性等の十分な整理が困難であった。

1970年5月通商産業省見解として I企業当たり汚染限

度濃度が示され，原燃料S分の低減，煙突の更なる集

合・高層化及び一部 COG脱硫化を第2次風洞実験イ

ンプットデータとして提示したが，実験結果ではまだ

目標値をクリアーできず引き続き対策強化の検討が必

要であった。従って，実験による高濃度汚染源につい

ては重油S分を l次2.0%→ 2次1.0%→ 3次0.2%へ，

COG脱硫率の向上，液化ガス (LPG)の導入を強化改

善案としこの案について更に自主的に追加風洞実験

を行い目標値の達成(予測値 0.158ppm)を確認した。

八幡製鉄所における検討経緯は「八幡製鉄所マス

タープラン」に反映され，本社「環境管理委員会」に

おいて設備投資，原料計画，燃料計画等の全社的調整

が指示され，本社としても全社的規模で積極的に取り

組むことの必要性を十分認識している旨が示され，成

案として通商産業省に提出された。この改善計画が各

企業に対して要請され，特に煙突の集合・高層化対策

は1973年度までに完成する計画とすることで1973年度

中の環境基準の達成が可能となった。更に北九州市や

福岡県は提示された改善計画の完全実施を約束するた

め， I硫黄酸化物に係わる公害防止協定Jを各企業と

一括して締結した。

この硫黄酸化物改善計画の策定については，環境基

準達成の目標に対して l社あたりの最大着地濃度を風

洞実験により合理的に示し，企業聞の公平性が保たれ，

また対策の選択も企業の自主性が尊重されたこと等

が，短い機関で実現可能性の高い計画が円滑に策定さ

れた大きなポイントであった。また，この風洞実験は

新日鉄の大気汚染物質の拡散机上計算では予測できな

い拡散状況，特に，ダウンウォッシュやグウンドラフ

トの影響の大きさによる汚染の実態が目で見える形で

再現されたため，対策投資必要性に対する八幡製鉄所

及び本社の意志決定に大きく寄与した。

可... 曹~守、貯F吋町、

7.2 低公害型生産技術 (Cp技術)の導入と公害

対策

八幡製鉄所の1990年度の硫黄酸化物の排出量は607
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トン/年であった。そこで90年度と同じ生産量におい

て，本格的な硫黄酸化物対策前の1970年度における硫

黄酸化物排出量を試算すると27，575トン/年まで積み

上げられる。この20年間に削滅された約27，000トン/

年の硫黄酸化物対策について，それぞれの効果比率は

燃料転換による効果が42%，省エネルギー・省資源化

技術による効果が33%，排ガス・副成ガスの脱硫処理

による効果が25%であった。燃料転換や省エネ・省資

源等による公害汚染物質削減効果の方が製造設備末端

での汚染物質除去方式による効果を上回っていること

がわかる。このような低公害型生産技術 (CP技術)

の導入を積極的に推進してきた。

1967年， 10年後の八幡製鉄所の将来計画検討に着手

し， 1969年度「八幡製鉄所マスタープラン」を作成し，

1970年度から実施することとした。この主たる狙いは，

急速な技術革新の進展と1965年頃からの公害問題を踏

まえて八幡地区では設備拡張が困難となっており，八

幡地区と戸畑地区にある高炉及び製鋼工場を戸畑に集

約し大型化して効率的な生産体制を作り上げること

であった。このプランに合わせて抜本的な環境対策を

盛り込んだ「環境マスタープランJを策定した。

「環境マスタープラン」は，発生源の排出濃度の目

標値を定め，小規模設備を集約して汚染物質の発生源

を少なくしまた，大型新鋭設備には同時に徹底した

環境対策を講じ，環境対策設備としても効率化を図る

ことであった。汚染物質の発生を防止する対策として，

使用する原材料の量そのものを減少させたり，汚染物

質の性質を変えてしまうなど製造プロセスを改革する

「生産技術面」の対策と，発生した汚染物質を回収し，

あるいは無害化する，または汚染物質の含有量の少な

L 、原材料を使用する「環境技術面」の対策があり，こ

れらの対策が着々と具体化され実行に移された。

八幡製鉄所では，製鋼法は1945年の平炉製鋼法から

1957年には純酸素を使用する上吹転炉法 (LD法)を

技術導入し，様々な研究を積み重ねて1962年酸素転炉

排出ガス回収システム(oG法)を開発して導入した。

そして，鋳造法に関しては1967年に第一号の連鋳設備

を導入し，鉄源集約により連鋳比率は急速に増加し，

現在では殆どが連鋳鋳造によるものとなった。エネル

ギー源も石炭から石油，そして， 1971年にクリーンエ

ネルギーとしてのLPGへ， 1977年にはLNGを導入

し転換していった。

設備集約は生産効率向上もあるが，小規模多発生源

の環境対策から集中的・効果的な環境対策を可能とす

るため投資効率もよく，高い成果が得られた。
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以上のように，公害物排出企業のとった基本対策は， はなくても，スモッグ警報のようなものを発令するこ

製造設備や工程改善，省資源・省エネルギーの徹底を とにより住民の関心を喚起させることができれば，そ

図りながら生産性の向上を進めていくことであり，そ の後の公害対策に有益な展望が開けるかもしれない。

れを通じての公害対策であった。いわゆる低公害型生 それには科学的なモニタリング・システムの構築と

産技術 (CP技術)の導入である。これは，排水処理 データの収集・解析及びそれに携わる人材の育成が不

・排ガス処理等の公害物質の終末処理装置(EP技術) 可欠である

のような付加施設的発想でなく，生産技術そのものを 発展途上国の大都市では，大気汚染については自動

低公害なものに置き換えることにより，汚染防止を図 車排出ガスの寄与が大きく，水質汚淘については一般

ろうとするものであり，公害汚染源となる原料・燃料 家庭や特にスラム・スクォッタ一地区からの排水やご

そのものの使用量の低減，汚染源となる副産物発生量 みの投棄に起因するものが大きいといわれる。そのよ

の低減などを意味する。北九州地践における電力・鉄 うな都市における公害対策については，北九州市と同

鋼共同による天然ガスの導入や鉄鋼業でのOG法導入 様に巨大企業が立地している地域であるといっても，

による公害対策はその典型であった。 北九州市の経験のみでは十分でなし、かもしれなし、。
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